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皆さんの「そこが知りたい！」を募集します！URLまたはQRコードからご応募ください！（道立学校のみ）
（応募用URL⇒https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=00rO0Wna）
※応募数や内容によって掲載できない場合があります。あらかじめ御了承ください。

QRコードは
(株)デンソーウェーブ
の登録商標です

「そこが知りたい！」に、次のようなご質問がありました。

ＰＴＡが実施する次の会議に職員が参加した場合の服務の対応はどうなるのか。
①学校内で講師を呼んで研修会を開催し参加する場合
②ＰＴＡ会員と社会教育施設などを見学する研修会に参加する場合
勤務時間の内外で対応がどうなるか知りたい。

～職員からの知りたい！編➊～

お答えします。

学校の教職員としての業務なのか、学校の教育活動と関連があるかにより対応が変わります。
○勤務時間中に自校において、研修会やPTA総会等の各種会議・行事の運営を行う際には、
・教職員が校務分掌としてPTA担当（窓口）となっておりPTAの調整業務を行う場合、
・管理職員が学校管理の必要上出席する場合、
・教職員が学校の代表者又は担当者として意見交換を行うことや学校の考え方を説明する
などの業務を行う場合、

は当該学校の教職員としての業務に従事するため、「職務」として従事することが可能です。

・上記のほか、PTA役員として会議等に出席する場合は、
教職員の立場としての出席とはならないことから「職務とはならない」が、
・学校の教育活動と関連のある業務であり団体からの要請等により出席が必要な場合、
「職務に専念する義務の免除（以下「職専免」という。）」により従事することが可能となります。

○また、PTA会員と社会教育施設などを見学する研修会に出席する際には、
・自校の研究・研修と密接に関係する研修に出席する場合、
当該学校の研究・研修と密接に関係する業務であることから、校長は「職務」として出席さ
せることができます。
・自校の研究・研修と関係のない研修に出席する場合でも、
学校・家庭・地域が連携して幼児、児童又は生徒の活動を支援する団体の業務に従事する
こととして、校長の判断で「職専免」により参加することができます。

○なお、勤務時間中の参加は、職務とならない場合には年次有給休暇等の取得が、勤務時間外
の参加は、職務となる場合には週休日の割振等により参加する時間に勤務時間を割振ること
が必要となるので留意してください。

事例とその服務上の対応
事 例 服務上の対応

・校務分掌としてPTA担当（窓口）の教職員がPTAの調整業務やPTA総会等の各種会議（以下「会議等」という。）の案
内等を作成する場合

・管理職員が学校管理の必要上、会議等に出席する場合
・教職員が学校の代表者又は担当者として意見交換を行うことや学校の考え方を説明するなどの業務を会議等で行う場合
・自校の研究・研修と密接に関係する研修内容でPTA会員と社会教育施設を見学する場合
・PTA等の依頼に基づき、学校の教育計画に位置付けられ実施する補習授業や模擬試験、各種資格試験の準備を行う場合
（週休日に行い報酬を受ける場合は職務とならない。その場合は、営利企業従事等の許可が必要。）。

・PTA等の依頼に基づき、学校の教育計画に位置付けられ実施する補習授業や模擬試験、各種資格試験の試験監督者等に
対する報酬の支払いに関する事務などを行う場合

・学校の教育活動であるPTAの事業報告・計画に係る話し合いについて、学校側の意見を説明するために参加した場合
・総会のように、職務とそれ以外の業務の従事する時間がはっきりせず職務と一体化しているような業務の場合
・高P連全道大会や支部総会に学校の代表者又は担当者として意見交換や情報交換、学校の考え方を説明するなど、当該大
会等の出席が自校の学校運営上必要な業務である場合

・道P連と当番校が共催で開催する全道大会等において、当番校の実践発表を自校の教育活動の一環として発表する場合

職 務

・学校の教育活動と関連のあるPTA総会等各種会議や行事の運営であり団体からの要請等により出席が必要な場合
・自校の研究・研修と密接に関係しない研修内容でPTA会員と社会教育施設を見学する場合
・自校PTA役員としてPTA総会の案内等の作成業務や、生徒も参加するPTA主催のバザーにおける経費等の支出業務など、
私費（PTA会費）での措置が妥当であるが、自校生徒の活動に直接関係する業務に係る会計業務に従事する場合

・大会内容が学校の教育活動と関連があると認められる高P連全道大会や支部総会にPTA役員として大会等に出席する場合
・学校の教育活動と関連のある道P連の業務であり、道P連からの要請等により、PTA役員として対応する場合

勤務時間中は

職専免

・上記のほか、PTA役員として会議等に出席する場合
・PTA主催の懇親会の案内作成や経費の支出事務、団体の会計監査、役員選考、事務引継等など、学校の教育活動等との
関連性がない当該団体の維持運営のための業務に従事する場合

職務と
ならない


